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はじめに 

育児休業制度に関する最初の法律は、昭和 47 年に制定された「勤労婦人福祉法」であ

る。女性労働者に対する育児休業の実施等が、事業主の努力義務としてではあるが、初め

て法律に明記された。昭和50年には、「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、

社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律」が制定され、対象が特定職種

の女性公務員と限定されてはいたものの、育児休業が請求権として保障された。その後、

育児休業制度への社会的関心の高まりや女性労働者の増加を背景に、平成３年、１歳未満

の子を養育する男女労働者に対して育児休業の請求権を保障する「育児休業等に関する法

律」が制定された。平成７年に同法は改正され、介護休業の創設にあわせて、名称が現在

の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（以下「育

児・介護休業法」という。）に改められた。その後も、平成９年に、深夜業の制限規定の

創設等、平成13年に、時間外労働の制限、勤務時間短縮等の措置の対象となる子の年齢の

引上げ（１歳未満から３歳未満）、看護休暇の努力義務化等、平成16年に、育児・介護休

業の対象労働者の拡大（一定の期間雇用者を追加）、育児休業期間の延長（特定の場合は

１歳６か月に達するまで）、看護休暇の義務化等の改正が行われ、逐次内容の充実が図ら

れてきた。 

しかし、「仕事」と「家庭」の二者択一構造は解消せず、その両立を目指すには相当の

負担感を伴う状況が依然として存在する。事実、第１子出産前後で就業を継続する女性の

割合は約25％で、この20年間ほぼ横ばいである1。こうした現状を踏まえ、政府は、平成

21 年４月 21 日、子育て期間中の働き方の見直しや男性の育児休業取得促進などを図るこ

とを内容とした「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。本法律案は、衆議院厚生

労働委員会における審査、修正を経て、６月16日、衆議院本会議で修正議決、参議院に送

付された。参議院においては厚生労働委員会に付託され、23日に委員会可決、24日の本会

議において全会一致で可決、成立した。 

本稿では、法律案の概要を概観した上で、衆議院における法案の修正の概要及び両院の

委員会における主な議論を紹介する。 

 

１．法律案の概要 

（１）子育て期間中の働き方の見直し 

３歳未満の子を養育する労働者について、これまでは事業主の選択的措置義務（メニ 
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ューのいずれかを選択して措置する義務）として短時間勤務制度や所定外労働免除が措 

置されてきたが、短時間勤務制度は事業主による単独の措置義務、所定外労働の免除は

３歳未満の子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。 

あわせて、子の看護休暇の日数を、小学校就学前の子が２人以上の場合には年 10 日

とする。（現行は小学校就学前の子の人数にかかわらず年５日） 

（２）父親も子育てが出来る働き方の実現 

 父母が共に育児休業を取得する場合、休業取得可能期間を子が１歳から１歳２か月に

達するまでに延長する（パパ・ママ育休プラス）。父母１人ずつが取得できる休業期間

の上限は、現行と同様１年間とする。また、父親が出産後８週間以内（母親の産後休業

期間）に育児休業を取得した場合、特例として再度の休業取得を認める。あわせて、労

使協定で定めた場合に、配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得は不可とする

ことができる制度を廃止する2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(出所)厚生労働省資料に基づき作成 
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図 育児・介護休業制度の見直しについて（イメージ） 
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（３）仕事と介護の両立支援 

 介護のための短期の休暇制度を創設する。その日数は、要介護状態の対象家族が１人

であれば年５日、２人以上であれば年10日とする。 

（４）実効性の確保 

 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。あわせて、勧告に従わない

場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する

過料を創設する。 

（５）施行期日 

 一部を除き、公布日から１年以内の政令で定める日から施行する。また、暫定措置と

して、法律施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主とそこで働く労働者につ

いては、公布日から３年以内の政令で定める日までの間、短時間勤務制度、所定外労働

の免除、介護休暇に関する規定は適用しない。 

 

２．衆議院における修正の概要  

衆議院厚生労働委員会においては、平成21年６月10日、改正案の質疑に先立ち、西村

智奈美君外６名から、民主党・無所属クラブ、社会民主党・市民連合及び国民新党・大地・

無所属の会の３派共同提案による「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案に対する修正案」3が提出され

た。６月 12 日に、同修正案は撤回され、新たに上川陽子君外３名から、自由民主党、民

主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合の４派共同提案の修正案が提出さ

れた。また同日、高橋千鶴子君から、日本共産党提案の修正案4が提出された。採決の結果、

高橋千鶴子君提出の修正案は少数により否決、続いて上川陽子君外３名提出の修正案及び

残り原案はいずれも全会一致で可決され、修正議決すべきものと決せられた。その後、６

月16日の衆議院本会議において、本法律案は全会一致で修正議決された。 

可決された修正案の内容は以下のとおり。 

① 都道府県労働局長による紛争解決の援助の仕組みの創設並びに厚生労働大臣の勧告に

従わない場合の公表制度及び虚偽の報告をした者等に対する過料の創設に係る施行期

日を「公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日」に改める

こと。 

② 調停の仕組みの創設に係る施行期日を平成22年４月1日に改めること。 

また、法案の修正以外に、省令の改正を行うことが合意されている5。その内容は、育児

休業の申出手続における書面の交付に係る規定を新設し、育児休業の申出に対して、休業

期間を明確にするため、事業主から、労働者からの書面による申出を受けた旨、休業開始

予定日及び休業終了予定日を育児休業申出書に追記して、労働者に返付、又は新たに作成

した書面を交付することであり、附帯決議6にもその内容が書き込まれている。 
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３．国会における主な論議 

（１）子育て期間中の働き方の見直し 

ア 対象となる子の年齢 

 今回の改正により、事業主に短時間勤務制度の措置が義務付けられ、所定時間外労

働の免除の制度が設けられることとなるが、これらは３歳未満の子を養育する労働者

が対象となっている。しかし、３歳以降であっても保育園の送迎や子どもの長期疾病

などにより、これらの措置が必要なケースは生じ得るし、いわゆる「小１の壁」7問題

などを考えれば、小学校就学後には、むしろそれまで以上の両立支援策が必要となる。

子を持つ親からは、小学校低学年まで、措置の延長を望む声が出ている。 

なぜ３歳で線引きをしたのかとの質問に対して、政府からは、①すでに制度が導入

されている企業の割合が、短時間勤務制度で約３割、所定外労働の免除について２割

強との現状を踏まえると、まずはどこの事業所にも制度があるという状況をつくるこ

とが重要であること、②短時間勤務制度等を法定の最低基準として長期間適用するこ

とは、事業主の負担が非常に大きくなること、③長期間の短時間勤務制度等の利用が、

女性のキャリア形成に支障を及ぼすのではないかとの意見があるといった理由が示さ

れた。あわせて、小学校の始期に達するまでの子に対しては、改正案においても努力

義務の対象としているのに加え、小学校就学後についてもこれらの制度を導入する企

業に対して助成金を用意することで、普及を図っていきたい旨の答弁があった8。 

 

イ 子の看護休暇 

 今回の改正では、子の看護休暇について、対象となる子が２人以上の場合の付与日

数を年５日から 10 日に増やしている。連合の調査9によると、病気やけがで１人目の

子を保育所に預けられなかった日数は、１年間で平均14.9日であり、改正後において

も看護休暇の日数が足りないのではないかとの指摘がなされた。これに対して政府は、

子の人数が増えれば、病気やけがの可能性も増し、仕事を休む必要も増加するとの認

識を示しながら、①看護休暇は当日に申請しても取得できる休暇であるため、事業主

にとって負担が重くなること、②子を持たない労働者との公平性に問題が生じること

などを総合的に勘案し、２人以上の場合に年10日との結論を得た旨説明した。あわせ

て、改正後は、夫婦２人であれば、子ども１人で年10日、２人以上の場合で年20日

の休暇取得が可能となり、一定程度必要な日数をカバーできるとし、必要があれば年

次有給休暇、病児・病後児保育等も利用して、労働者の仕事と家庭の両立が図られる

ものと考えているとの見解が述べられた10。 

なお、看護休暇の時間単位の取得については、労働者にとって利便性が高いという

ことに理解を示しつつも、最低基準として法律上明記することにより事業主側の労務

管理の負担が増えることとなるため、１日単位の休暇とすることを考えているとした11。

企業の中で労使が合意して、時間単位や半日単位の行使を認めるようにすることにつ

いては評価し、指針12において時間単位の取得の例示が置けるよう、審議会に諮りた

いとの答弁があった13。 



 立法と調査 2009.9 No.296 28

（２）父親の育児休業 

ア 男性の育児休業取得率 

 平成 18 年度に出産した女性に占める育児休業取得者の割合は 89.7％に達する一方

で、配偶者が出産した男性のうち育児休業取得した者は1.56％と低水準にとどまって

いる14。舛添厚生労働大臣は、現状を変えるためには制度的枠組みが必要だと述べて

おり、改正案でも、男性の育児休業取得率を向上させるため、パパ・ママ育休プラス

の導入等男性の育児参加を後押しする内容を盛り込んでいる。政府は、男性の育児休

業取得率を平成 29 年までに 10％とする目標を掲げているが、これについて目標値が

低いのではないかとの指摘がなされた。これに対して政府は、北欧諸国の男性育児休

業取得率が９割近いこと、ドイツにおいてもパパクォータ制を導入してから取得がか

なり増えたことを例に挙げ、今回の法改正を第一歩として、男性の育児休業取得を社

会全体で進めていきたいと答弁した15。 

一方で、制度改正よりも、企業風土の改善や労働者の意識改革が必要ではないかと

の指摘もあり、これに対して政府は、企業風土や個人の意識も非常に重要であるとい

う認識を示しつつ、これまでハンドブックや事例集を作成し機運醸成に努めてきたと

ころであり、これからもキャンペーン実施等、しっかりと企業へ訴えかけをしていき

たいと答弁した16。 

 

イ 育児休業期間中の経済的支援 

 男性の育児休業取得促進に向けた改正が行われる一方で、育児休業給付金は休業開

始前賃金の 50％にとどまっており、北欧諸国やドイツ等17と比較して低い水準となっ

ている。これでは、主たる家計維持者である男性が育児休業を長くとれば生計維持が

難しくなることが考えられ、男性の取得が進まない要因となるとの指摘がある。厚生

労働省の社会保障審議会少子化対策部会の平成21年２月の第一次報告においても、育

児休業給付の充実は引き続き検討されるべき課題とされているほか、育児休業期間中

の所得保障については、雇用保険の制度の一環としての給付金ではなく、新たな制度

を設けるべきとの意見もある。育児休業の取得促進を図るために、税などの別財源を

活用して給付を引き上げるべきとの意見に対する見解を問うたところ、政府は、雇用

保険制度の中で育児休業給付を拡充することについては、失業等給付（基本手当）の

給付率50％を超えてしまい、失業中の者より高い給付率となることは問題であるとの

認識を示す一方で、別建ての制度を考えることも必要であるとして、現在、社会保障

審議会の中で検討中である旨答弁した18。 

 なお、育児休業期間中は、将来の年金制度の支え手となる次世代の育成支援という

観点から、厚生年金、健康保険の保険料が免除される。これに対し、介護休業の場合

も同様に免除すべきとの指摘があったところ、育児休業期間中の保険料免除とは、年

金制度から見た場合の位置付けが異なることが、審議会における議論でも共通認識と

なっていることから、同様の処理は困難である旨の答弁があった19。 
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（３）仕事と介護の両立支援策 

ア 介護休暇の取得要件 

育児・介護休業法における要介護状態の判断基準は、介護保険法上のそれとは異な

り、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間

（２週間）にわたり常時介護を必要とする状態」とされており、医師、保健師、看護

師あるいは社会福祉士や介護福祉士といった専門家が判断し、書面を提出することと

なっている。今回、要介護状態にある家族の通院の付添いなどに対応するため、新た

に介護のための短期の休暇制度が創設されたが、この休暇の取得に際し、要介護状態

の判断や証明に時間が掛かってしまっては、休暇取得の妨げになるのではないかとの

懸念が指摘された。これに対して政府は、介護休暇は臨機応変に取得できないと意味

がないものと考えているとした上で20、具体的な申出方法等は今後審議会で議論する

が、看護休暇と同様、当日に口頭で取得希望を申し出ることで休暇が取れる制度にし

たいと答弁した。その際の要介護状態にあることの証明書については、事業主が求め

ることができるが、間に合わない場合は速やかに事後に提出してもらう形を考えてい

るとした21。 

なお、要介護状態の定義については、介護保険における要介護と育児・介護休業法

における要介護では違う面があるとしつつ、別の法律で同じ用語が使われていること

から、今後どういう形で用語を統一するのかということについて、審議会等で既に検

討に入っている旨の答弁があった22。 

 

イ 介護休業の期間延長 

 介護休業が可能な期間は、現在、最長で93日（約３か月）となっている。調査によ

れば、取得休業期間３か月以上６か月未満の取得者割合が 40.0％と一番多いことから 23、

休業可能期間の見直しをすべきでないかとの指摘があった。これに対して政府は、労

働者が仕事を続けられるようにするため、長期の介護の体制が整うまでの間、自ら

介護せざるを得ない期間だけを法律の最低限の期間として定めたものである旨説明 

し24、①介護は非常に長期にわたることがあること、②状態がまちまちであること、

③サービスの利用や兄弟等の支援など、個人の状況の差も大きいことなどを踏まえ、

介護休業期間そのものを延長するのではなく、介護と仕事の両立のための制度を充実

させる方向で、今回介護休暇を新設した旨説明した25。 

 

（４）育児休業に係る不利益取扱い（いわゆる「育休切り」など） 

ア 育児休業に係る不利益取扱いの現状及び対応 

 平成 20年秋からのアメリカに端を発した世界同時不況により、我が国の企業の業績

は落ち込み、労働者の雇用にも影響が及んでいる。各都道府県の雇用均等室に寄せら

れた育児休業に係る不利益取扱いに関する相談件数は、平成18年度の722件から、19

年度に882件、20年度には1,262件と増加しており、育児休業終了後の解雇や雇止め

などのいわゆる「育休切り」や、退職勧奨、自宅待機命令、給与減額などの不利益取
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扱いが様々な形で報告された。こうした事態を受け、厚生労働省は、全国の労働局に

対し厳正な対応を求める通達を発出するなど対応してきている。 

このいわゆる「育休切り」について政府の認識が質されたところ、政府は、育児休

業に係る解雇などの不利益取扱いは育児・介護休業法違反であり、あってはならない

こととした上で、政府としては、今回の改正で企業名の公表の規定を設けるなど、法

の実効性を更に高め、対策を一層強化したい旨答弁した。舛添厚生労働大臣からは、

日本の企業風土では、労働者が育児休業を取ることによって会社に迷惑を掛けてはい

けないといった自主規制が働く側面もあるとの認識が示され、育児・介護休業法の趣

旨を実際の世界の中に実現させていくことが必要であり、今後とも努力したいとの答

弁があった26。 

 

 イ 育児休業の期間に関する書面交付 

 育児・介護休業法の第21条第２項には、「事業主は、労働者が育児休業申出又は介

護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、

前項各号に掲げる事項27に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなけれ

ばならない。」との規定が置かれている。いわゆる「育休切り」をめぐる議論の中で、

本規定を義務化すべきではないかとの指摘がなされた28。舛添厚生労働大臣は当初、

大きな方向としては文書を出してもらう方向に指導していくが、法律で義務化するこ

とについては、育休取得後の会社や個人の状況の変化にフレキシブルに対応できるか

どうか、また、中小企業にまで法律で義務付けることに対する実効性の疑問が残るの

で、議論をする必要があると述べるにとどめていたが29、最終的には、事業主が育児

休業申出書に追記をして労働者に返付することを省令で措置するとし、これにより不

利益な取扱いが大きく減っていくことを期待したいとの答弁に至った30。 

 なお、介護休業についても同様の措置をする必要があるのではないかとの指摘に対

し、舛添厚生労働大臣は、介護休業は最長３か月であることから普通は余り例がない

と考えているが、懸念があるといった指摘を考慮して、現在検討している旨答弁した31。 

 

（５）期間雇用者の育児休業 

 育児休業給付の初回受給者数のうち期間雇用者として確認できた者は、平成 17 年度

2,242人、平成18年度 4,770人、平成19年度 6,052人、平成20年度においては4,823

人で受給者全体の約３％である。育児・介護休業の対象を広げた平成 16 年改正の際、

新たに対象となる期間雇用者の推計が１万人程度32とされていたことからすると、期間

雇用者については育児休業が取得しにくい状況が続いていると考えられる。 

今回の改正に関する議論が行われた労働政策審議会においても、期間雇用者の育児休

業取得要件の緩和等、非正規労働者の両立支援策について検討されたが、最終的に改正

案の内容としては盛り込まれなかった。この経緯について問われたところ、政府は、審

議会においては、育児休業取得要件を取り払うべきといった意見と、要件は合理的であ

るといった意見があり、様々な意見を踏まえた結果、まずは現行制度において、期間雇
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用者の育児休業取得要件をしっかり周知徹底することが重要との結論を得た旨の説明

があった33。また、期間雇用者の育児休業給付の受給者数が平成20年度において減少し

ていることについて、今後この動きを注視しなければならないとした上で、育児休業や

短時間勤務を取得できる期間雇用者の要件について、周知を更に進めて取得促進を図る

とともに、期間雇用者の育児休業の取得状況等について実態把握を進めた上で、必要に

応じて期間雇用者への適用の在り方について検討を行っていく旨答弁した34。 

 

おわりに 

改正育児・介護休業法は平成 21 年７月１日に公布され、一部は公布と同時に施行され

ている。今回の改正は、男女労働者を対象として仕事と家庭の両立の実現を目指したもの

であり、評価される。しかし、法律により両立支援の枠組みができたとしても、それが実

現するか否かは、実際の企業の取組によるところが大きい。国会議論でも、法律で定める

のは最低基準であり、基準の底上げを図りながら、更に企業の理解を進め、法律を上回る

様々な施策を自主的に取り組んでいってもらいたいとの期待が、政府から述べられた35。

雇用均等室などの公的部門が法律趣旨の周知徹底を行うことはもちろん、事業主が長期的

視野を持って子育て支援、両立支援に取り組む姿勢が求められる。 

同時に、保育サービスの拡充も、企業の取組と車の両輪で進めていかなければならない。

低年齢児や病児・病後児の保育、延長保育や休日保育といった、様々なニーズに応じたサー

ビスの充実に加え、小学校就学後の両立支援策である放課後児童クラブ等についても、質

的・量的拡充が必要であろう。 

改正法施行後は、政府、企業その他各方面において、仕事と家庭の両立の実現に向けた

以上のような施策が期待されるとともに、期間雇用者への制度の適用等残された課題につ

いても積極的に検討を進め、望めば誰もが仕事と家庭の両立を実現できる社会を目指した

取組が求められよう。 
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